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令和７年第１１回にかほ市教育委員会会議録 

 

１．期  日   令和 7年 10 月 30 日 木曜日 

２．場  所   金浦公民館 軽運動室 

３．開  会   午後 1 時 30 分 

４．閉  会   午後  2 時 35 分 

 

５．出席委員   教育長  小 園  敦 

委 員  伊 藤  知  

         委 員  佐 藤 道 彦 

委 員  小 松 雅 子 

         委 員  佐 藤  緑 

 

６．説明のための出席者 

教 育 次 長   佐 藤 喜 仁 

教育総務課長   山 田   高 

学校教育課長   菊 地   良 

生涯学習課長   鈴 木 直 子 

仁賀保公民館長兼象潟公民館長    

佐々木  美 和 

仁賀保勤労青少年ホーム館長      齊  藤 浩 司 

フェライト子ども科学館長   鎌 田 昭 義 

白瀬南極探検隊記念館長   小 森 俊 英 

文化財保護課長   佐々木 真紀子 

          

７．書  記   教育総務課副主幹   加 賀 真珠美 

 

８．会議に付した議案 

議案第 34号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 35 号 にかほ市立小中学校管理規則の一部を改正する規則制定につい

て 

議案第 36号 にかほ市由利学生寮教育振興基金条例施行規則制定について 

 

９．可 決 し た 議 案 

議案第 34号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 35 号 にかほ市立小中学校管理規則の一部を改正する規則制定につい

て 
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議案第 36 号 にかほ市由利学生寮教育振興基金条例施行規則制定について 

 

１０．その他の確認事項 

    （１）令和 7 年第 12 回教育委員会は令和 7 年 11 月 18 日（火）午後 1 時 30 分

から金浦公民館で開催することにした。 

 

１１．会議の要旨 

 

             【開会 午後１時 30 分】 

 

【教育長】 

これから令和 7年第 1１回にかほ市教育委員会を開会いたします。本日は佐藤道彦委員

から欠席の連絡がございましたが、出席委員は、4名全員でありますので会議は成立しま

す。 

議事日程の第 1「会議録署名委員の指名」を行います。委員には、伊藤委員と小松委員

にお願いいたします。書記には、事務局の加賀副主幹を指名いたします。 

議事日程の第 2「議案第 34 号 臨時代理の報告及び承認について」を議題といたしま

す。教育総務課長から説明をお願いします。 

 

【教育総務課長】 

 それでは、議案第 34号「臨時代理の報告及び承認について」ご説明いたします。令和

7年 9月 5日、午後 2時頃、仁賀保中学校敷地内において、学校校務員が草刈り作業を行

っていたところ、小石が飛散し、近くに駐車していた学校関係職員の車両のリアガラスに

あたり、ガラスを破損させ、損害を与えた物損事故がありました。詳しい経緯でございま

すが、当該車両は学校関係職員が所有する車で、作業場所から約 9 メートル離れた場所

に駐車されていました。事故発生時点では、学校校務員も気づきませんでしたが、車を所

有する職員が退勤しようとしたところ、破損しているリアガラスを発見し、上司に報告し

たことで事故が発覚したものであります。損害賠償額と損害賠償の相手方については議

案書に記載のとおりで、9 月 24 日付けで示談が成立し、損害賠償金額が確定したことか

ら、地方自治法の規定に基づき専決処分を行っております。これを受け、同日付で教育委

員会事務委任規則の規定により、教育長が臨時代理しましたので、今回の教育委員会に報

告し、承認を求めるものであります。今後は、地方自治法の規定に基づき、来月開会予定

の 12 月議会において市議会に報告することになります。 

 今回の物損事故については、幸い人身事故には至りませんでしたが、再発防止策とし

て、学校内職員への作業日時の周知と作業時の駐車場からの車両異動、作業区域の安全管

理体制の強化について市内各校に学校を通じて同様に事案が発生しないよう周知をはか

っております。説明は以上となります。 
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【教育長】 

 議案第 34 号について、質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 議案第 34 号について、承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 34号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

次に、議事日程の第 3「議案第 35号 にかほ市立小中学校管理規則の一部を改正する規

則制定について」を議題といたします。学校教育課長から説明をお願いします。 

 

【学校教育課長】 

 「議案第 35 号 にかほ市立小中学校管理規則の一部を改正する規則制定について」、ご

審議願いたいと思います。説明させていただきます。にかほ市立小中学校管理規則第 3条

第 3項の春季休業日「4月 1日から 4月 4日まで」を「4月 7日まで」に改正するもので

す。提案理由としましては、例年、4月の春季休業中の学校現場におきまして、新年度準

備により教員が非常に多忙を極めており、それが質の低下にあたっています。教員の心身

の健康を保ち、児童生徒との出会いをより充実したものとして教育活動の質を一層高め

ることを目的として、4月の春季休業期間を延長し、土日を除く 5日間を確保するように

規則の一部を改正しようとするものです。説明は以上です。 

 

【教育長】 

 議案第 35 号について、質問等ございませんか。 

 

【佐藤緑委員】 

 先生方の心身の健康確保の点では大変よいことと思います。3日間休業日が延びるとい

うことですが、授業日数が 3 日間減るということでもあります。これまでの授業内容が

圧縮されて、それが子どもたちにとって負担にならないようにするという部分の配慮は

なされているのでしょうか。 

 

【学校教育課長】 

 春季休業を延長することで授業日数が減少するということは承知のことですが、学力

の保障に影響があるのではないかと言うところにつきましては、その分をきちんと授業
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準備に向けて、学力の低下につながらないように配慮をするということで進めて参りた

いと思います。 

 

【佐藤緑委員】 

 よろしくお願い致します。 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 35号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 次に、議事日程の第 4「議案第 36号 にかほ市由利学生寮教育振興基金条例施行規則制

定について」を議題と致します。教育次長より説明をお願いします。 

 

【教育次長】 

 「議案第 36 号 にかほ市由利学生寮教育振興基金条例施行規則制定について」であり

ますが、本議案は先の市議会 9月定例会にて可決され、公布手続きを経て「にかほ市由利

学生寮教育振興基金条例」が制定されております。これに基づき造成する同基金の運用に

関する事項、細かな決まり、細則を定める条例施行規則を制定しようとするものでありま

す。7月の第 8回教育委員会において、市議会への基金条例制定議案提案にあたっての当

該基金活用事業「奨学金返還助成事業」の概要を説明しており、その内容と重複する部分

がありますが再度説明させていただきます。 

本年 3 月末をもって解散した公益財団法人由利学生寮からの寄附金を原資とする由利

寮基金には、1 億 749 万 3,000 円を積み立てしております。この寄附金の使途に関して

は、当該法人からの教育分野を通じた人口減少対策、若年層の人材確保といった意向を踏

まえ、「奨学金返還助成事業」で活用するものとして、先方からの理解の下、制度内容の

検討を進めてきました。 

当該基金条例において、その設置目的を、にかほ市出身者が償還する奨学金の返還金に

対する助成、支援を充実させ、若者の人材確保を図るほか、教育の振興に資するため、と

定め、既存の助成事業を、にかほ市出身者に限定して拡充する、新たな制度内容としてお

ります。 

既存の奨学金返還に係る助成事業は、秋田県の制度と協調する形で実施をしています。

これに対して、この度の拡充する制度は、現行制度をベースに、にかほ市出身者を区別し

て助成内容を充実させる、より手厚い助成制度とすることで、就学のため市外へ転出され

た若者をターゲットにＵターン定住を図ろうとするものであります。このことは、由利学

生東京寮への入寮が本荘由利地域出身者を対象とされていた所期の目的に照らし合わせ、

本市出身者に焦点を当てた作り込みとしています。 

そこで、現行制度と拡充する制度概要の比較について、現行制度では、にかほ市に住所

をおいて実際に住んでいること、そして通勤可能圏内で就労、あるいは、起業、産業に従

事をしている者を対象に、返還した年間総額に対して 3分の 1、6万 7,000 円を限度に助
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成しています。これに県の助成 3 分の 2、上限額 13 万 3,000 円がある場合には、合わせ

て最大 20 万円を、助成期間の 3 ヶ年間、最大 60 万円の助成を受けることができるとい

うことになります。 

これに対して、新たな制度は、現行制度をベースに置いて、対象者のうちからにかほ市

出身者を区別して、より拡充しています。ここでいう「にかほ市出身者」とは、奨学金の

貸与を受ける奨学生に認定された際に、にかほ市に住所を有していた、あるいは、閉校し

た学校を含む、にかほ市立学校に在籍した者、したことのある者としています。そして、

助成対象の上限額を 20 万 4,000 円に拡大するとともに、助成額交付の 4 年目以降には、

助成割合を 2 分の 1 とし、助成の期間はトータルで最大 8 年間に延長する内容としてい

ます。 

市奨学金貸与での一般的な事例、月 5万円、4年間で総額 240 万円の貸与を受けたケー

スでは、返還は 12 年間、144 回で総額 240 万円となります。これを例にすると、市の支

援総額は、最初の 3 年間の最大で 20 万 1,000 円となり、にかほ市の助成割合が 8.4％と

なるのが現行制度となります。一方の拡充制度は、最初の 3 年間の自己負担分はなくな

り、4年目以降は 2分の 1助成とすることで、最大で 72万 3,000 円、助成割合は約 30％

と手厚くなります。 

学生支援機構を例にみると、これは利息が生じる奨学金で、15年間、180 回、年利 1％

では約 260 万円の返還総額となりますが、約 23%の助成割合となります。 

就労、就職から間もない若者世代の奨学金の返還が、社会的課題とされています。そう

した実情からも、このような返還金に対する助成事業は、見方としては、事後の給付型奨

学金と捉えることもできます。 

それでは条文についてです。第 2 条で、この規則で用いる用語の定義を定め、第 3 条

ではこの奨学金の返還助成事業の財源を明らかにしています。第4条で助成の受給要件、

第 5 条で助成の対象額や助成する金額を定め、第 6 条で助成期間を最大 8 年間とするこ

とを定めています。第 7条の認定申請からは事務手続きに関する事項を規定し、第 15 条

のその他で、様式類を含めこのほかに必要となる事項は教育委員会が別に定めることと

しています。また、附則で、この規則の施行は、来年令和 8年 4月 1 日とするほか、受給

要件は、この規則の交付の日以後に修学を終える者からの適用、つまりは、年明け令和 8

年 3月の卒業生から適用することを、第 2項で適用の範囲について規定しております。 

今後の流れとしては、本議案を可決いただければ、直ちに公布手続きを行い、本規則を

制定のうえ、現在貸与を受けている奨学生にチラシ類を送付、周知を図ります。このほか、

本市奨学金以外の貸与を受けている学生向けにも市ホームページや公式 LINE、インスタ

等のＳＮＳも活用しながら、きめ細やかなＰＲ、紹介をもって制度の認識と理解を深めて

もらい、若者のＵターンを働きかける、訴えていくことで、若年世代の層の転入者の増加

につなげ、人口減少、とりわけ社会減の抑制を念頭に置いて、寄附者の思いを尊重しての

より充実した仕組みを整えたところであります。審査をよろしくお願いします。 
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【教育長】 

 議案第 36 条について、質問等ありませんか。 

 

【伊藤委員】 

 2 つあります。1つ目ですが、年度ごとに一般会計から積み立てていくことになると思

いますが、今後どれぐらいの金額を一般会計から繰り入れする予定でいますか。財源がな

いから終わりという制度ではないと思います。もう 1つは、今、大学生たちは就職先が決

まっていると思うので、後手になると思います。例えば都会に一度就職したけど、1 年、

2年勤めた後、にかほ市に帰ってきたいというケースではどのような対応になるのでしょ

うか。 

 

【教育次長】 

 1 つ目の基金への積み立てに関しては、現在、すでに頂いている 1億 749 万 3,000 円を

積立してあります。当面はその基金積立をしている金額を原資として運用を進めていき

ますが、想定では、現在の返還助成制度を利用している方々の人数をベースに考えていき

ますと、10 年程は運用できるものと見込んでいます。その後、基金がある程度減って運

用できなくなるようなことが見越された時には、その時点において、引き続き、この制度

を継続させていくか、というところは、現在のところではその点は未定となっています。

それから新卒者ばかりではなく、一度市外に就職された後に転入されてきて条件に当て

はまるのであれば、もちろん該当することになります。 

 

【伊藤委員】 

 基金には実際は最低限度、いくらくらいの金額を積む必要があると見込んでいますか。 

 

【教育次長】 

 基金運用可能期間について、1人当たり最大 72.3 万円となりますので、これが 15人と

なりますと、1 年間でおよそ 1 千 84 万円となります。これを 1 億円で割り返しますと、

9.9 年、約 10 年の制度運用が可能と試算しています。当面は一定の金額を基金の中で維

持していくということではなく、使えるところまで使って、不足が見込まれる段階で、更

に積み立てを増やすかというところは、その時点でまた再度検討するというのが現在の

考え方です。 

 

【伊藤委員】 

 分かりました。 

 

【教育長】 

 この制度の魅力的なところを 2 つ教えてください。我々はこれらの資料をみて、イメ

ージができない部分があります。周知するときに分かりやすくする必要もあると思いま
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すので、他自治体とは違う魅力をあげていただき、記録に残していただくことで明確化す

ると思います。 

 

【教育次長】 

 県内でも県の助成と連動して運用している自治体は多くあります。4年目以降というと

ころが他の自治体にはあまりありません。長い期間、支援いたします。加えて、4年目以

降、2分の 1と助成額が拡大することも、他と比べると大きな魅力になるのではないかと

思います。 

 

【教育長】 

 大学を卒業して 23 歳から 8 年間となれば、30 歳まで助成が受けられることになりま

す。30 歳になった時に、結婚をして、所得も安定して、子育てが始まるまでの間、助成

期間が 3 年だったものが 8 年となることについても、若者支援として他にはない素晴ら

しい制度だと思いました。事務方から分かりやすく市民の方に魅力が伝わるように伝え

ていただくように、お願い致します。 

 

【小松委員】 

 新卒でにかほ市に就職して、途中で転勤となり市外に行ってしまった場合には継続と

なりますか。例えばＴＤＫの方など、他県に転勤命令が出ることがあると思います。その

場合は打ち切りでしょうか。 

 

【教育次長】 

 そういった場合は適用から外れます。 

 

【小松委員】 

 転職や転勤、その他で居住地が変わったら打ち切りになるということですね。 

 

【教育次長】 

 住所要件を満たさなくなるので、適用から外れます。 

 

【小松委員】 

 奨学金を返還中の方で、30 歳近くになってからにかほ市に戻ってきた場合でも適用に

なるのでしょうか。 

 

【教育次長】 

 返還金があり、償還中の方であれば、適用になります。 

 

 



8 

 

【小松委員】 

その方が以前、他の居住地にいる期間に返還した金額に対しても補填するのですか。 

 

【教育次長】 

あくまでも、にかほ市に住所をおいてからの話になります。 

 

【小松委員】 

 にかほ市に居住してから返還した分に対してということですね。分かりました。 

 

【佐藤緑委員】 

 規則の第 9 条に「次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なけ

ればならない」とありますが、届出の内容、例えば結婚等をして氏が変わったら対象から

外れるなどといったことになるのですか。 

 

【教育次長】 

 ご結婚されて、にかほ市内に住所があるのであれば引き続き助成の対象となります。 

 

【佐藤緑委員】 

 「その旨を速やかに市長に届け出」とあります。届出の内容によっては、助成が打ち切

りになるということがあるのだとしたら、文言としてあったほうが親切かと思います。届

け出てくださいだけでは分かりにくいと思いました。 

 

【教育次長】 

 おっしゃりたいことは十分に分かりますが、第 4 条で受給要件が記載されています。

変更を届出することによって、この要件を満たさなくなることになれば、要件からは外れ

てしまうので、今まで認定されていたことも消滅することにはなりますし、それについて

は通知することになっています。そういったところは教育長からもありましたが、事業を

ＰＲするチラシなどで分かりやすく表していけたらと思います。 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 36号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認すること

に決定します。 

 次に議事日程の第 5「報告」に入ります。 

（教育総務課長から順次、報告） 

 

【教育長】 

 ただいま各課等から「報告」がありましたが、確認したいことや詳しく聞いてみたいこ

となどございませんか。 
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【佐藤緑委員】 

 教育委員会から学校等に対して、熊対応について注意喚起などされていましたら教え

てください。 

 

【学校教育課長】 

 県の方からも注意喚起の知らせも届いておりますので、それに合わせて市教委からも

保護者の方々に向けて注意喚起をお願いしております。 

 

【小松委員】 

 文化財保護課の旧佐々木家住宅について「サウンディング」とは何ですか。 

 

【文化財保護課長】 

 現在、市ホームページにも掲載をはじめたところですが、旧佐々木家住宅の利活用の可

能性を探るために、サウンディング、いわゆる「対話」を実施しています。これは自由度

の高い民間の事業者の方、地域住民の方等の視点での事業アイディア、事業条件を把握す

るためにオープンに皆さんの意見を伺う場です。皆さんご存知のとおり、令和 4 年度の

秋にお蕎麦屋さんを辞めてからしばらく経過しています。今後の利活用を探っていくた

めに調査をさせていただきたく、意見を募っているところでした。 

 

【小松委員】 

 言葉が分からず、質問させていただきました。 

 熊のことですが、今朝、児童が通学する姿が見られませんでした。保護者の方が皆さん

学校まで送ってくださっているのでしょうか。全てのご家庭が送ることができるとは限

らないと思います。歩かないといけない子どももいると思います。いざという時のことを

予め検討しておいていただきたいと思います。 

 

【学校教育課長】 

 分かりました。 

 

【教育長】 

 それでは、私から報告をさせていただきます。 

（教育長から報告） 

 

【教育長】 

 以上で、全ての審議が終わりましたが、最後に委員の皆様から何かございましたらお願

い致します。 

 

（なしの声） 
































